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北海道告示第 号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成 年４月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 落札に係る物品等の名称及び数量（１台１月当たりの単価）
パーソナルコンピュータの賃貸借 一式 ５台

２ 落札を決定した日
平成 年４月４日

３ 落札者の氏名及び住所

氏 名 大丸藤井株式会社
住 所 札幌市中央区南１条西３丁目２番地

４ 落札金額
円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成 年３月６日付け北海道告示第 号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
名 称 北海道総務部行政改革局総務業務センター
所在地 札幌市中央区北３条西７丁目

北海道告示第 号

次のとおり随意契約の相手方を決定した。
平成 年４月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 随意契約に係る特定役務の名称及び数量
平成 年度住民基本台帳ネットワークシステム北海道ネットワーク監視・保守に関する
業務 一式
２ 随意契約の相手方を決定した日
平成 年３月 日

３ 随意契約の相手方の氏名及び住所
氏 名 財団法人地方自治情報センター
住 所 東京都千代田区一番町 番地

４ 随意契約に係る契約金額
円

５ 契約の相手方を決定した手続
随意契約

６ 随意契約による理由
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第
号）第 条第１項第１号の規定による。

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
名 称 北海道企画振興部地域振興・計画局市町村課
所在地 札幌市中央区北３条西６丁目
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北海道告示第 号

北海道希少野生動植物の保護に関する条例（平成 年北海道条例第４号）第８条第５項の
規定により、次のとおり指定希少野生動植物を指定し、平成 年５月１日から施行する。
平成 年４月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
指定希少野生動植物の指定

１ 指定する種名

２ 指定の理由
当該種は、生育地が局限される種であり、また、開発などによる生育環境の変化により
絶滅の危険性が高い種である。このため、特に保護を図る必要があり、指定するものであ
る。

３ 指定する区域
北海道全域

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条第２項の規定により、平成 年４月６日、網
走川土地改良区の定款の変更を認可した。
平成 年４月 日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第 号

森林法（昭和 年法律第 号）第 条の２第２項の規定により、次のように保安林の指
定を解除する予定である。
平成 年４月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 解除予定保安林の所在場所 田郡洞爺湖町三豊 の 、 の 、 の 、

の
保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
解 除 の 理 由 道路用地とするため

２ 解除予定保安林の所在場所 標津郡標津町字古多糠 の１・ の （以上２筆

について次の図に示す部分に限る。）
保安林として指定された目的 霧害の防備
解 除 の 理 由 道路用地とするため

（「次の図」は、省略し、その図面を北海道根室支庁産業振興部林務課及び標津町役場に
備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第 号

農林水産大臣から、次のように保安林の指定を解除する予定である旨、森林法（昭和 年
法律第 号）第 条の規定による通知があった。

平成 年４月 日
北海道知事 高 橋 はるみ

１ 解除予定保安林の所在場所 釧路郡釧路町字別保１の （国有林。次の図に示す
部分に限る。）、１の ・１の （以上２筆国有林）

２ 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
３ 解 除 の 理 由 道路用地とするため
（「次の図」は、省略し、その図面を北海道水産林務部林務局治山課及び釧路町役場に備
え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第 号

次のとおり随意契約の相手方を決定した。
平成 年４月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 随意契約に係る特定役務の名称及び数量
平成 年度北海道土木工事設計積算電算システム及び入札契約総合管理システム運用業
務ほか
２ 随意契約の相手方を決定した日
平成 年３月 日

３ 随意契約相手方の氏名及び住所
氏 名 株式会社
住 所 札幌市中央区北３条西７丁目１番地

４ 随意契約に係る契約金額
円

５ 契約の相手方を決定した手続
随意契約

６ 随意契約によった理由

分類 種 名 （和名） 科 名

植物 カリバオウギ マメ科

植物 オニオトコヨモギ キク科
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地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第
号）第 条第１項第２号の規定による。

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
名 称 北海道建設部建設管理局技術管理課
所在地 札幌市中央区北３条西６丁目

北海道告示第 号

道路法（昭和 年法律第 号）第 条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変
更し、同条第２項の規定により道路の供用を開始する。
その関係図面は、北海道建設部土木局道路課及び北海道旭川土木現業所に備え置いて、告

示の日から２週間、一般の縦覧に供する。
平成 年４月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 道路の種類 道道
２ 路 線 名 夕張新得線
３ 道路の区域

区 間 変更前後の別 敷地の幅員 延 長 国道等との重複区間
勇払郡占冠村字上トマム 番２地先から 前 から ――勇払郡占冠村字上トマム 番２地先まで まで

後 から ――まで

後 から ――まで

北海道告示第 号

都市計画法（昭和 年法律第 号）第 条第１項の規定により、次のとおり都市計画事
業を認可した。
平成 年４月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 施 行 者 の 名 称 苫小牧市

都市計画事業の種類及び名称 苫小牧圏都市計画道路事業（３・４・ 号拓勇三条
通）

事 業 施 行 期 間 平成 年４月 日から平成 年３月 日まで
事 業 地
収 用 の 部 分 苫小牧市明野元町２丁目及び字沼ノ端地内

２ 施 行 者 の 名 称 旭川市
都市計画事業の種類及び名称 旭川圏都市計画道路事業（３・４・ 号神楽３条

通）
事 業 施 行 期 間 平成 年４月 日から平成 年３月 日まで
事 業 地
収 用 の 部 分 旭川市神楽２条６丁目、神楽２条７丁目、神楽２条

８丁目、神楽３条７丁目及び神楽３条８丁目地内

道 立 衛 生 研 究 所 告 示

北海道立衛生研究所告示第５号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成 年４月 日

北海道立衛生研究所長 澤 田 幸 治
１ 落札に係る物品等の名称及び数量

名 称 重油（ １種１号）１ 当たりの単価
数 量 調達予定数量

２ 落札を決定した日
平成 年３月 日

３ 落札者の氏名及び住所
氏 名 栗山産業株式会社
住 所 帯広市大通南 丁目４番地

４ 落札金額
円 銭

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成 年２月 日付け北海道立衛生研究所告示第１号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
名 称 北海道立衛生研究所企画総務部総務課
所在地 札幌市北区北 条西 丁目

道 立 教 育 研 究 所 告 示

北海道立教育研究所告示第８号
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次のとおり随意契約の相手方を決定した。
平成 年４月 日

北海道立教育研究所長 真 田 雄 三
１ 随意契約に係る物品等の名称及び数量
電子計算機の賃貸借 一式

２ 随意契約の相手方を決定した日
平成 年４月２日

３ 随意契約の相手方の氏名及び住所
氏 名 日本電子計算機株式会社
住 所 東京都千代田区丸の内３丁目４番１号

４ 随意契約に係る契約金額
円

５ 契約の相手方を決定した手続
随意契約

６ 随意契約によった理由
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第
号）第 条第１項第２号の規定による。

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
氏 名 北海道立教育研究所庶務部事業課
所在地 江別市文京台東町 番地

北海道立教育研究所告示第９号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成 年４月 日

北海道立教育研究所長 真 田 雄 三
１ 落札に係る物品等の名称及び数量（１月当たりの単価）
北海道教育情報通信ネットワーク（ほっかいどうスクールネット）システム更新に係る
機器の賃貸借 一式

２ 落札を決定した日
平成 年３月 日

３ 落札者の氏名及び住所
氏 名 日本電子計算機株式会社
住 所 東京都千代田区丸の内３丁目４番１号

４ 落札金額
円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成 年２月 日付け北海道立教育研究所告示第１号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
氏 名 北海道立教育研究所庶務部事業課
所在地 江別市文京台東町 番地

北海道立教育研究所告示第 号

次のとおり随意契約の相手方を決定した。
平成 年４月 日

北海道立教育研究所長 真 田 雄 三
１ 随意契約に係る物品等の名称及び数量
教育情報通信ネットワーク運用・保守管理業務委託 一式

２ 随意契約の相手方を決定した日
平成 年４月２日

３ 随意契約の相手方の氏名及び住所
氏 名 エヌ・ティ・ティ・コムウェア北海道株式会社
住 所 札幌市中央区大通西７丁目３番地

４ 随意契約に係る契約金額
円

５ 契約の相手方を決定した手続
随意契約

６ 随意契約によった理由
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第
号）第 条第１項第２号の規定による。

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
氏 名 北海道立教育研究所庶務部事業課
所在地 江別市文京台東町 番地

道 収 用 委 員 会 告 示

北海道収用委員会告示第２号

土地収用法（昭和 年法律第 号）第 条の２の規定により、収用の裁決手続の開始を
決定したので、次のとおり公告する。
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平成 年４月 日
北海道収用委員会会長 川 村 昭 範

１ 起業者の名称
国土交通大臣

２ 事業の種類
一般国道 号新設工事（白滝丸瀬布道路・北海道紋別郡遠軽町旧白滝地内）及びこれ

に伴う普通河川の付替工事
３ 裁決手続開始を決定する土地

裁 決 手 続 開 始 を 決 定 す る 土 地 土 地 所 有 者 土地に関して権利を有する関係人

所 在 地番 地目
登記簿上
の 地 積
（ ）

実測地積

（ ）

収用しよう
とする土地
の面積（ ）

氏 名 住 所 氏 名 住 所
権 利 の 表 示
受付年月日
・受付番号 種類

紋別郡遠軽町
旧白滝

番 山林

なし なし なし なし

不明。
ただし、登記名義人 （亡）佐川子之吉 法定相続人 不明。
ただし、判明している法定相続人

佐川 正隆 神奈川県横浜市南区永田北三丁目 番８号
小河原郁子 東京都国分寺市泉町三丁目４番２ 号 西国分寺史跡通り住宅
佐川 敬行 東京都小平市上水南町２丁目１番 号
寺内 久 東京都大田区蒲田五丁目８番２ 号 セザール第２蒲田
寺内 計友 東京都世田谷区 徳寺２丁目 番 号
小林堅太郎 札幌市中央区宮の森３条 丁目２番 号
小林 章男 札幌市南区真駒内 町１丁目１番 号
小林 寛三 札幌市厚別区もみじ台東３丁目２番 号
佐川 悦 千葉県佐倉市ユーカリが丘１丁目 番 号
高尾 佳子 東京都杉並区方南１丁目 番９号
辻 智子 東京都府中市白糸台１丁目 番地の９
佐川 昌一 札幌市厚別区上野幌３条２丁目 番５号
森 ゆかり 千葉県佐倉市ユーカリが丘１丁目 番 号
佐川 明夫 東京都大田区上池台二丁目 番 号
町田イク子 神奈川県茅ヶ崎市浜見平４番５ 号
大場 正子 札幌市西区西野 条７丁目６番８号
加藤 律子 札幌市中央区南 条西 丁目３番 号
坂田かおり 札幌市中央区南 条西 丁目３番 号
小向 憲義 旭川市忠和５条６丁目８番 号
木村 玉枝 網走市南５条東６丁目 番地
上野 秀行 ♯

ただし、署名証明書の住所は、シンガポ ル共和国 トレヴォス クレッセント ♯
佐藤 明男 室蘭市高砂町１丁目 番８号
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４ 裁決手続開始決定の日
平成 年４月６日

番 畑

村川 壽子 江別市東野幌本町７番地の ロイヤルシャトー野幌 号
北市 幸司 神奈川県横浜市旭区笹野台四丁目 番 号
林部登志子 東京都江東区越中島１丁目３番１ 号
富山 正子 札幌市豊平区西岡１条 丁目 番 号
千葉 直子 江別市大麻中町 番地 公団１棟 号
北市 哲朗 大阪府交野市星田西２丁目 番２号
尾添 子 山形県米沢市相生町７番 号 県営相生アパート１号 号室
我妻 敬子 山形県米沢市花沢町 番地の１
尾添 義之 山形県米沢市通町１丁目１番 号
石川 優子 山形県東置賜郡高畠町大字佐沢 番地
尾添 秀義 小 市錦町 番 号 呉竹荘
濱埜喜久美 旭川市末広東３条２丁目１番７号
尾添 勝利 東京都大田区北 谷二丁目 番 号 エリゼ壱番館
尾添 昭春 神奈川県川崎市高津区上作延 番地２ 県公社住宅
櫻田 清 兵庫県尼崎市築地本町５丁目 番地の１ ウエヤマ方
成田 春子 稚内市恵比須４丁目６番 号
本間キミエ 稚内市大黒２丁目５番５号
吉岡クニ子 苫小牧市青葉町１丁目５番３ 号

又は、平岡 重徳 紋別郡遠軽町白滝 番地


